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 綾部市こども発達支援施設の設置及び管理に関する条例の施行期日を定める規則をここ 

に公布する。 

  令和７年２月１４日 

                           綾部市長 山 崎 善 也  

綾部市規則第１号 

綾部市こども発達支援施設の設置及び管理に関する条例の施行期日を 

     定める規則 

綾部市こども発達支援施設の設置及び管理に関する条例（令和６年綾部市条例第４３ 

号）附則の規定に基づき、この規則を定める。 

綾部市こども発達支援施設の設置及び管理に関する条例の施行期日は、令和７年５月 

１２日とする。 
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綾部市告示第５号 

福祉バス使用規程（昭和５７年綾部市告示第６１号）の一部を次のように改正する。 

令和７年２月４日 

綾部市長 山 崎 善 也 

第４条の見出しを「（使用日時等）」に改め、同条に次の２項を加える。 

３ 福祉バスの使用日数は、１か月当たり１７日（車検等整備を要する日を除く。）を上

限とする。 

４ 市長は、特に必要があると認めるときは、前３項に規定する使用可能日、使用時間及

び１か月の上限日数を変更することができる。 

附 則 

 この告示は、令和７年４月１日から施行する。 

告　示
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綾部市告示第６号

 下水道法（昭和３３年法律第７９号）第９条の規定に基づき、供用を開始する区域等を

次のように告示する。

 なお、図面は、綾部市上下水道部下水道課において一般の供覧に供する。

  令和７年 ２月１３日

                          綾部市長  山 崎 善 也

１ 供用を開始すべき年月日          令和７年 ２月１３日

２ 下水を排除すべき区域           井倉新町の一部

３ 供用を開始しようとする排水施設の位置   井倉新町の一部

４ 供用を開始しようとする排水施設の合流式又は分流式の別  分流式

５ 下水の処理を開始すべき年月日       令和７年 ２月１３日

６ 下水を処理すべき区域           井倉新町の一部

７ 下水の処理を開始しようとする終末処理場の位置及び名称

（１）位置  高津町横枕８番地

（２）名称  綾部浄化センター

告　示
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綾部市告示第１３号 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１０１条の規定に基づき、令和７年２月 

２５日綾部市議会定例会を綾部市に招集する。 

  令和７年２月１８日 

綾部市長 山 崎 善 也  

告　示
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綾部市公告第１１号 

 綾部市営住宅の入居者を次のとおり公募します。 

  令和７年２月３日 

                       綾部市長 山 崎 善 也 

１ 募集内容（市営住宅入居者募集） 

  募集団地一覧に掲載した住宅に入居していただくものです。 

２ 募集団地一覧 

（１ＬＤＫ：主に単身用・２ＬＤＫ：世帯用） 

団地名 

（建設年） 
所在地 構 造 間取り 募集戸数 家賃月額（円） 

Ｇ Ｒ － Ⅵ 大 島 町

（平成２８年） 
大島町 軽量鉄骨造 ２ＬＤＫ １戸 ２０，２００～ 

ボヌール 

（平成２９年） 
味方町 軽量鉄骨造 ２ＬＤＫ １戸 ２０，９００～ 

ボヌール 

（平成２９年） 
味方町 軽量鉄骨造 １ＬＤＫ １戸 １５，８００～ 

レ・フルール 

（平成３０年） 
味方町 軽量鉄骨造 ２ＬＤＫ １戸 ２０，８００～ 

※今回の募集団地は、民間の借上型市営住宅です。以下の要件を含みます。 

①入居期間は最長２０年間となります。 

②家賃の他に、共益費として毎月６,０００円が必要です。 

③駐車場を希望される場合、別途契約が必要です。【１台につき毎月３,０００

円（税別）】 

・公共料金（電気・ガス・水道等）は自己負担となります。 

・ペット等の飼育はできません。 

・家賃月額は、入居者の収入や住宅の規模、経過年数、立地条件などに応じて、

毎年度算定します。 

３ 申込用紙配布期間 

  令和７年２月３日（月）から２月２８日（金）まで ※土･日・祝日を除く 

４ 申込受付期間 

  令和７年２月１８日（火）から２月２８日（金）まで ※土･日曜日を除く 

公　告
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  午前９時～正午、午後１時～午後５時まで（２０・２７日（木）は午後７時

まで） 

５ 申込受付及び問い合わせ先 

  綾部市建設部建築課住宅・空家等対策担当 ４２－３２８０（内線３３３） 

                      ４２－４２８４（直通電話） 

６ 申込資格 

次の条件すべてに該当する方でなければ、申込資格はありません。 

（１）現に住宅に困窮している方。 

（２）市内に住所若しくは勤務先を有する方又は新たに市内に居住することが必

要な方。 

（３）申込人と入居しようとする方が親族（婚姻の届出をしないが事実上婚姻関

係と同様の事情のある方又は、婚約者を含む。）であること。 

（４）申込人及び入居しようとする親族が暴力団員でないこと。 

（５）申込人及び入居しようとする親族が市町村税を滞納していないこと。 

（６）申込人及び入居しようとする親族の収入月額が､158,000円以下（裁量階層

に該当する世帯は214,000円以下）であること。 

※ 申込人及び入居しようとする親族の年間所得金額から、１０ページの「控除の種

類及び控除額一覧」に掲げる要件に応じた控除額を控除し、１２カ月で除したもの

が収入月額となります。詳しくは、６～７ページの「収入月額の算定方法」参照 

※ 裁量階層とは、９ページの「裁量階層について」に掲げる要件に該当する世

帯のことです。 

（その他） 

・家族を不自然に分割した申込みは認めません。 

・申込後において、申込書記載の同居親族の変更（出生・死亡の場合を除く。）

は認めません。 

７ 申込方法 

次の書類を申込受付期間内に市役所建築課へ提出してください。なお、郵送

での受付はできません。 

①綾部市営住宅入居申込書（様式第４号）  

市役所建築課で募集案内書と一緒に配布します。 

②世帯全員の住民票（市役所市民・国保課で発行：３００円） 

申込人の世帯全員の住民票（世帯主名と続柄が表示されたもの） 

※ 内縁の配偶者については、住民票の続柄が未届の夫又は未届の妻であること

公　告

7



3

が必要です（「同居人」は不可）。 

③令和６年度課税証明書等（市役所市民・国保課で発行：３００円］ 

申込人及び入居しようとする親族全員の令和６年度課税証明書等（次項参照） 

（１）給与所得の方  

現 在 の 職 場 収 入 の 計 算 期 間  証 明 書 の 種 類  

令和６年１月１日以前から

引き続き勤務している方 

令和６年１月１日から 

令和６年１２月３１日まで 

・令和６年度課税証明書 

・令和６年分源泉徴収票

※両方提出してください。 

令和６年１月２日以降に就

職し、１年以上経っている

方 

申込み月の前月からさかのぼ

った１年間
・令和６年度課税証明書 

・給与支払証明書（別紙） 

※両方提出してください。 
勤務してから１年未満の方 

就職した月から申込み月の前月

まで（２カ月以上の実績がない

方は連絡してください。） 

（２）事業収入の方 

現 在 の 職 場 収 入 の 計 算 期 間  証 明 書 の 種 類  

令和６年１月１日以前から

引き続き営業している方 

令和６年１月１日から 

令和６年１２月３１日まで 

・令和６年分の所得税の確

定申告書（控）（税務署

の受付印のあるもの） 

令和６年１月２日以降に開

業し、１年以上経っている

方 

申込み月の前月からさかのぼ

った１年間 
・令和６年度課税証明書 

・営業実績証明書（別紙） 

※両方提出してください。 開業してから１年未満の方 

開業した月から申込み月の前月

まで（２カ月以上の実績がない

方は連絡してください。） 

（３）年金収入の方 

現 在 の 職 場 収 入 の 計 算 期 間  証 明 書 の 種 類  

令和６年１月１日以前から

引き続き年金を受給している方 

令和６年１月１日から 

令和６年１２月３１日まで ・令和６年度課税証明書 

・年金振込通知書（はが

き）又は年金証書の写し 

※両方提出してください。 

令和６年１月２日以降に年

金を受給されている方 
直近の年金月額×１２カ月 

（４）収入のない方 

  次に掲げる証明書類のいずれかを提出してください。 

  ・雇用保険受給資格者証または離職票 

  ・退職証明書 

④市税の完納証明書（市役所市民・国保課で発行：３００円） 

申込人及び入居しようとする親族全員の完納証明書 

公　告
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※18歳未満の方は、アルバイト等収入がある場合は提出してください。 

⑤調査票 

市役所建築課で募集案内書と一緒に配布します。 

⑥その他の必要な書類 

（１）身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳など

を所持している方は提示してください。 

（２）単身で申込む方で、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護

を必要とする場合は、事前に相談してください。 

（３）扶養控除関係に変更のあった方 

   令和６年１月１日以降に控除関係の変更のあった方は、変更のあったこと

の分かる書類（国民健康保険以外の健康保険証など）を提示してください。 

（４）立ち退き要求により申込みをされる方 

   家主の立ち退き要求書を提出してください。 

   ※家主の記名押印、日付、立ち退き要求の理由、期日などを記入。 

（５）婚約者と申込みをされる方は、別紙「婚約証明書」又は結婚式場等の予約

証明書を提出してください。 

（６）生活保護を受給している方は、生活保護受給証明書を提出してください。 

（７）自治会入会の同意書を提出してください。 

【提出書類の注意事項】 

申込人の同一世帯以外の方が、住民票・課税証明書・完納証明書の発行を申請される場合

は、申込人の委任状が必要となります。（親子であっても世帯が違う場合は申込人の委任状

が必要。）また、住民票については、本人が申請する場合でも、本人確認の書類（運転免許

証等）が必要となります。※委任状は市民・国保課にあります。（任意で作成も可） 

提出していただいた書類はお返しできませんのでご了承ください。また、その他必要に応

じて、別途に書類を提示又は提出していただく場合があります。 

８ 入 居 者 の 決 定 

  書類審査後、入居者選考委員会の審査及び抽選（入居資格者が募集戸数を超

えた場合）を行い、入居者を決定します（必要があれば申込人の自宅に訪問す

る等の実情調査を行います）。 

９ 抽選会（入居資格者が募集戸数を超えた場合） 

  令和７年４月４日（金）予定 

公　告

9



5

10 入居可能日 

  令和７年５月１日（木）予定 

11 住宅困窮基準 

【抜粋】綾部市営住宅設置及び管理条例第８条 

(入居者の選考) 

第８条 市長は、入居の申込みをした者の数が、入居させるべき市営住宅等の戸

数を超える場合においては、住宅に困窮する実情を調査し、次の各号のい

ずれかに該当する者のうちから、綾部市営住宅入居者選考委員会の意見を

聞いて、入居者を選考する。 

（１） 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上

有害な状態にある住宅に居住している者 

（２） 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がない

ため親族と同居することができない者 

（３） 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から、衛生上又は風教

上不適当な居住状態にある者 

（４） 正当な理由による立ち退きの要求を受け、適当な立ち退き先がないため

困窮している者(自己の責に帰すべき理由に基づく場合を除く。) 

（５） 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされて

いる者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払を余儀なくされている者 

（ ６ ）  前各号に該当する者のほか、現に住宅に困窮していることが明らかな     

者  

公　告
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収 入 月 額 の 算 定 方 法 

【収入月額の求め方】 

  年間所得金額－(38万円×同居・別居扶養親族等の数)－該当控除額  
                 12                 

【年間所得金額の求め方】 

① 給与所得者の場合 

  次表により「年間収入金額」から「年間所得金額」を算出します。 

年 間 収 入 金 額 年 間 所 得 金 額 

551,000円未満 0円 

551,000円以上～1,619,000円未満 年間収入金額－550,000円 

1,619,000円以上～1,620,000円未満 1,069,000円 

1,620,000円以上～1,622,000円未満 1,070,000円 

1,622,000円以上～1,624,000円未満 1,072,000円 

1,624,000円以上～1,628,000円未満 1,074,000円 

1,628,000円以上～1,800,000円未満 ※端数整理後の年間収入金額×0.6＋100,000円 

1,800,000円以上～3,600,000円未満 ※端数整理後の年間収入金額×0.7－ 80,000円 

3,600,000円以上～6,600,000円未満 ※端数整理後の年間収入金額×0.8－440,000円 

6,600,000円以上～8,500,000円未満 年間収入金額×0.9－1,100,000円 

※端数整理後の年間収入金額 

年間収入金額を4,000で除し、出た数の小数点以下を切捨て4,000を乗ずる。 

 【例】年間収入金額2,859,999円の年間所得金額 

    2,859,999円÷4,000＝714.999…（小数点以下切捨て） 

 714×4,000＝2,856,000円←端数整理後の年間収入金額 

  2,856,000円×0.7－180,000円＝1,819,200円 

   なお、令和６年１月２日以降に勤務された方は「給与支払証明書」を勤務先の会社印押

印の上、提出してください。また、退職された方は、元の勤務先が発行した退職証明書等、

退職を証明できるものを提出してください。 

 〔就職後１年未満の方の年間総収入金額算出方法〕 

勤務した翌月から申込月の前月までの総収入金額－賞与 
  勤務した翌月から申込月の前月までの月数 

×12＋賞与＝推定年間総収入金

公　告
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7

② 事業所得者の場合 

  年間収入金額から必要経費を控除した額です。 

  なお、令和６年１月２日以降に開業された方は別紙「営業実績明細書」を提出してくださ

い。 

〔開業後１年未満の方の年間収入金額算出方法〕 

開業月の翌月から申込月の前月までの総収入金額－必要経費  
開業月の翌月から申込月の前月までの月数 

③ 年金所得者の場合 

  次表により「年間年金収入金額」から「年間年金所得金額」を算出します。 

受給者の年齢 年間年金収入金額（Ａ） 年間年金所得金額 

65歳未満 

600,000円以下 0円 

600,000円を超え1,300,000円以下 （Ａ）－600,000円 

1,300,000円を超え4,100,000円以下 （Ａ）×0.75－275,000円 

4,100,000円を超え7,700,000円以下 （Ａ）×0.85－685,000円 

7,700,000円を超え10,000,000円以下 （Ａ）×0.95－1,455,000円 

10,000,000円を超える場合 （Ａ）－1,955,000円 

65歳以上 

1,100,000円以下 0円 

1,100,000円を超え3,300,000円以下 （Ａ）－1,100,000円 

3,300,000円を超え4,100,000円以下 （Ａ）×0.75－275,000円 

4,100,000円を超え7,700,000円以下 （Ａ）×0.85－685,000円 

7,700,000円を超え10,000,000円以下 （Ａ）×0.95－1,455,000円 

10,000,000円を超える場合 （Ａ）－1,955,000円 

※申込人の年間所得金額は、入居しようとする親族の所得も含みます。 

【例】申込人の同居親族が妻と子1人の場合 

申込人（世帯主）の年間所得金額＝1 , 6 0 0 , 0 0 0円 

同居親族（妻）の年間所得金額＝800,000円 

同居親族（子）の年間所得金額＝0円 

申込人の年間所得金額（合算）：1,600,000円＋800,000円＝2,400,000円

×12＝推定年間収入金額

公　告
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基 準 早 見 表 

年間収入金額ベースによる基準早見表（ 同居親族に申込人は含みません。 ）  

（ 年間収入金額ベース）  

種 別 
入居収入

基準額

同居親族及び別居の扶養親族数  

０人 １人 ２人 ３人 ４人 ５人 

一 般 

申込者 

158, 000円

以 下 

0円

～ 

2,967, 999円

0円

～ 

3, 511, 999円

0円

～ 

3, 995, 999円

0円

～ 

4, 471, 999円

0円

～ 

4,947, 999円

0円

～ 

5,423, 999円

裁量階層

申 込 者

214, 000円

以 下 

0円

～ 

3,887, 999円

0円

～ 

4, 363, 999円

0円

～ 

4, 835, 999円

0円

～ 

5, 311, 999円

0円

～ 

5,787, 999円

0円

～ 

6,263, 999円

年間所得金額ベースによる基準早見表（ 同居親族に申込人は含みません。 ）  

（ 年間所得金額ベース）  

種 別 
入居収入

基準額

同居親族及び別居の扶養親族数  

０人 １人 ２人 ３人 ４人 ５人 

一 般 

申込者 

158, 000円

以 下 

0円

～ 

1,896, 000円

0円

～ 

2, 276, 000円

0円

～ 

2, 656, 000円

0円

～ 

3, 036, 000円

0円

～ 

3,416, 000円

0円

～ 

3,796, 000円

裁量階層

申 込 者

214, 000円

以 下 

0円

～ 

2,568, 000円

0円

～ 

2, 948, 000円

0円

～ 

3, 328, 000円

0円

～ 

3, 708, 000円

0円

～ 

4,088, 000円

0円

～ 

4,468, 000円

申込人及び入居しようとする親族の年間収入金額及び年間所得金額が、上記早見表の金

額以下であれば入居の申込みができます。  

なお、 上記早見表は、 １ ０ページの「 控除の種類及び控除額一覧」 に掲げる親族控除の

み反映されています。 （ その他障害者等の控除は反映されていません。 ）  

公　告
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裁 量 階 層 に つ い て 

 次のいずれかに該当する世帯は裁量階層となり、入居申込みが可能な月額所得の

範囲が214,000円以下となります。（※一般世帯は158,000円以下） 

世 帯 区 分 要 件 必 要 書 類 

障 害 者 

イ 申込人又は同居親族が身体障害者手帳の

交付を受けている場合（障害の程度が1級

から4級まで） 

身体障害者手帳の

写し 

ロ 申込人又は同居親族が精神障害者保健福

祉手帳の交付を受けている場合（障害の程

度が1級又は2級） 

精神障害者保健福

祉手帳の写し 

ハ ロに規定する精神障害者の程度に相当す

る程度と認められる知的障害者 
療育手帳の写し 

高 齢 者 

申込人が60歳以上の方であり、かつ、同居親

族のいずれもが60歳以上又は18歳未満の方で

ある場合 

世帯全員の住民票 

戦 傷 病 者 

申込人又は同居親族が戦傷病者手帳の交付を

受けている場合（障害の程度が特別項症から

第6項症まで、又は第1款症であること） 

戦傷病者手帳の写

し 

原子爆弾被爆者 
申込人又は同居親族が厚生労働大臣の認定を

受けている原子爆弾被爆者である場合 

特別手当証書の写

し 

引 揚 者 

申込人又は同居親族が海外からの引揚者であ

る場合（引き揚げた日から起算して５年以内

に限る） 

厚生労働大臣の引

揚者証明書又は支

給決定通知書（自

立支度金）の写し 

ハ ン セ ン 病  

療養所入所者等 

申込人又は同居親族が平成8年3月31日までの

間に国立ハンセン病療養所その他の厚生労働

大臣が定めるハンセン病療養所に入所してい

た方 

入所していたこと

を証明する療養所

長の証明書 

中学校を卒業す

るまでの子供が

いる世帯 

同居親族に15歳に達する日以後の最初の3月

31日までの間にある方がいる世帯 
世帯全員の住民票 

新 婚 世 帯 

今回の受付期間初日において、夫婦・婚約者

とも40歳未満であり、かつ、婚姻後1年未満

の方がある場合（夫婦構成に変更がない場合

に限り、入居日から起算して10年間を裁量階

層とします。） 

婚姻届受理証明書

等 

公　告
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控 除 の 種 類 及 び 控 除 額 一 覧 

種 類 要 件 控除額（年額） 

親 族 控 除 
・入居しようとする親族（申込人を除く） 

・別居の扶養親族 
1人につき38万円 

老人控除対象配偶者 

老人扶養親族 
・70歳以上の方 1人につき10万円 

16歳以上23歳未満

の扶養親族 
・扶養親族のうち年齢16歳以上23歳未満の方 1人につき25万円 

障 害 者 

・身体障害者手帳の交付を受けている方 

・戦傷病者手帳の交付を受けている方 

・精神保健指定医等の判定により知的障害者と判定さ

れた方 

・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方 

1人につき27万円 

特別障害者 

・身体障害者手帳の交付を受けている方で1級又は2級

に該当する方 

・戦傷病者手帳の交付を受けている方で特別項症から

第３項症までに該当する方 

・原子爆弾被爆者として厚生労働大臣の認定を受けた方

・心身喪失の状況にある方又は精神保健指定医等の判

定により重度の知的障害者と判定された方 

・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方で１

級に該当する方 

1人につき40万円 

寡 婦 

年間総所得が５００万円以下のうち、次のいずれか

に該当する方 

・ 夫と離婚した後婚姻をしていない方のうち、扶養

親族を有する方 

・ 夫と死別した後婚姻をしていない方や夫の生死が

不明な方 

※ 事実上の婚姻関係と同様の事情があると認められ

る方がいないこと 

27万円 

ただし、所得金額

が27万円未満の場

合は、その金額 

ひ と り 親 

婚姻歴や性別にかかわらず、生計を一にしている年

間総所得が48万円以下の子を有する単身者の方で、年

間総所得が５００万円以下の方 

※ 事実上の婚姻関係と同様の事情があると認められ

る方がいないこと 

27万円 

ただし、所得金額

が27万円未満の場

合は、その金額 

給与所得者控除 

   又は 

公的年金等所得者控除

申込者本人又は同居予定親族のうち、給与所得又は

公的年金等に係る雑所得を有する者 

※ 給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に

係る雑所得の金額がある者で、当該給与所得控除後の

給与等の金額及び当該公的年金等に係る雑所得の金額

の合計額が10万円未満である場合には、当該合計額 

１人につきその人

の所得から 

最高10万円 

（※所得が10万円

未満の場合は、そ

の所得金額） 

公　告
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募集団地位置図 

①ＧＲ－Ⅵ大島町（大島町） 

②ボヌール（味方町） 

③レ・フルール（味方町） 

①ＧＲ－Ⅵ大島町 

② ボヌール 

③ レ・フルール 

公　告
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募集団地間取図

公　告
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綾部市公告第１２号

  森林法（昭和２６年法律第２４９号）第１０条の６第２項の規定により綾部市森林整

備計画を変更したいので、同法第１０条の６第４項において準用する同法第６条第１項

及び第１０条の５第７項の規定により次のとおり公告し、当該計画の変更案を縦覧に供

する。

  なお、当該計画の変更案に意見のある者は、縦覧期間が完了する日までに、綾部市長

に対し、理由を付した文書をもって、意見書を提出することができる。

令和７年２月１０日

                       綾部市長 山 崎 善 也

１ 縦覧場所 

綾部市役所農林商工部林政課

２ 縦覧期間

   令和７年２月１０日から令和７年３月４日まで

公　告
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綾部市公告第１３号

 次の書類は、送達を受けるべき者への送達が困難であるため、綾部市市民環境部市民・国保課に

おいて保管し、送達を受けるべき者の申出があれば交付する。

 ここに、地方税法第２０条の２の規定により公告する。

  令和７年２月１３日

                           綾部市長 山 崎 善 也

  （以下掲示済）

公　告

22



綾部市公告第１４号

旧農業経営基盤強化促進法（昭和５５年法律第６５号）第１８条の規定により、農用地

利用集積計画を定めたので、同法第１９条の規定により次のとおり公告し、縦覧に供する。

令和７年２月１４日

綾部市長 山 崎 善 也   

１ 縦覧場所   綾部市農業委員会事務局

２ 縦覧期間   令和７年２月１４日から令和７年２月２８日まで（土曜日、日曜日及

び国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休

日を除く。）

３ 縦覧時間   午前８時３０分から午後５時１５分まで

公　告
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綾部市公告第１５号

 次の書類は、地方税法第２０条の２の規定に基づき公告する。

 なお、送達すべき書類は、綾部市企画総務部税務課において保管し、送達を受けるべき

者の申出があれば交付する。

  令和７年２月１４日

                           綾部市長 山 崎 善 也

（以下掲示済） 

公　告
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綾部市公告第１６号

 国土調査法（昭和２６年６月１日法律第１８０号）第１７条第１項の規定により、地図及

び簿冊を作成したので一般の閲覧に供する。

  令和７年２月２０日

                            綾部市長 山 崎 善 也

 １ 閲覧の期間

   令和７年３月１日（土）から令和７年３月２７日（木）まで

   （土曜日、日曜日及び祝日を除く。）

 ２ 閲覧の場所

   日東精工アリーナ 談話室（令和７年３月１日（土）～３月３日（月））

   綾部市役所建設部都市計画課 （令和７年３月４日（火）～３月２７日（木））

公　告
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綾部市公告第１７号

現年発生公共土木施設災害復旧事業、6 災第 2901 号 市道梅迫島万線道路災害復旧

工事に係る入札参加資格について、次のとおりお知らせしますので、入札参加希望者は

申請してください。なお、この工事の入札は電子入札による条件付一般競争入札としま

す。 

令和７年２月２５日

綾部市長 山 崎 善 也 

１ 工事概要

（１）工事番号   第５０６ １３９号

（２）工 事 名   6 災第 2901 号 市道梅迫島万線道路災害復旧工事 

（３）工事場所   綾部市中筋町（別添位置図参照）

（４）工事概要   Ｌ＝１５．０ｍ Ｗ＝３．２～３．４ｍ

コンクリートブロック積 Ａ＝４１㎡

小口止 Ｎ＝２箇所

取付工（石積） Ａ＝７㎡

植生工（植生シート） Ａ＝４９㎡

工事用道路（敷砂利） Ｌ＝６ｍ

（５）予定工期   令和７年 ３月２５日から

令和７年 ３月３１日まで（７日間）

２ 入札参加資格

  この工事の入札参加資格は、次の要件を全て満たす業者で入札参加資格確認申請

に基づき、本市が資格認定したものとします。

（１）契約を締結する能力を有しない者又は破産者で復権を得ない者でないこと。

（２）令和６年度綾部市建設工事指名競争入札参加資格者名簿で土木工事のＢ等級で

登録されており、令和６年４月１日以降継続して綾部市内に本店を有する単体業

者で、申請日時点において綾部市の指名停止及び市が締結する契約等からの除外

措置を受けていないこと。

（３）土木工事に係る綾部市発注工事で、令和５年１月１日から令和５年１２月３１

日の間において、完了工事の成績評点が６０点に満たない評定を受けていないこ

と。

（４）申請者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある現場代理人、主任技術者が配置で

きること。なお、ここでいう「恒常的な雇用関係」とは、この一般競争入札参加

資格確認申請書の提出日以前に３箇月以上の雇用関係があることをいう。

公　告

26



３ 提出書類

（１）一般競争入札参加資格確認申請書

   電子入札システムから一般競争入札参加資格確認申請書を提出すること。ただ

し、紙入札希望業者は「紙入札方式参加承諾願」（別記様式―１）とともに「一

般競争入札参加資格確認申請書」（別記様式―２）２部を監理課へ持参により提

出すること。

（２）配置予定者名簿

   電子入札システムで、一般競争入札参加資格確認申請書の添付資料に「配置予

定者名簿」（別記様式―３）を添付して提出すること。添付するファイルの形式

及び容量については「綾部市公共工事等電子入札運用基準」第７条によること。

  ただし、紙入札希望業者は（１）の承諾願及び申請書とともに「配置予定者名簿」

を監理課へ持参により提出すること。

４ 設計図書の閲覧及び入札参加資格確認申請書の受付

（１）設計図書の閲覧

   ①期間  令和７年２月２５日（火）午前９時から

   ②方法  京都府入札情報公開システムからのダウンロードを基本とします。

（https://kyoto.efftis.jp/26000/CALS/PPI_P/） 

ただし、これによりがたい場合は有償での配布としますので、希望者

は事前に監理課まで連絡をお願いします。配布場所は綾部市建設部監

理課契約・指導検査担当（本庁東３階）とし、代金は７２０円です。

 （２）入札参加資格確認申請書の受付

   ①期間  令和７年２月２８日（金）午前９時から午後６時まで

        令和７年３月 ３日（月）午前９時から正午まで

        ただし、紙入札希望業者の提出で２月２８日については午前９時から

正午までと午後１時から午後５時までとします。

②方法  電子入札システムからの提出とします。ただし、紙入札希望業者は、

監理課への持参による提出とします。

５ 入札参加資格確認通知について

（１）一般競争入札参加資格確認通知書については、令和７年３月上旬に電子入札シ

ステムで通知します。ただし、紙入札希望業者には郵送で通知します。

（２）資格なしの通知を受けた者は、通知した日から起算して５日以内に、書面によ

りその理由について説明を求めることができます。

６ 設計図書等に係る質疑の受付及び回答

①期間  令和７年３月 ７日（金）から

     令和７年３月１０日（月）正午まで

②方法  綾部市指定の「質疑書」により提出するものとします。「質疑書」の

提出は、監理課への持参、ファックス、メールのいずれかによること
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としますが、持参の場合は開庁日の午前９時から正午までと午後１時

から午後５時（最終日は正午）までとします。

③対象  入札参加資格者の「質疑書」のみ受け付けます。

④回答  令和７年３月１２日（水）午後５時までに京都府入札情報公開システ

ムに掲載します。ただし、紙入札希望業者には同日午後５時までにフ

ァックスにて回答します。なお、質疑の無い場合は回答の掲載等は行

いません。

７ 入札期間及び開札の日時

 （１）入札期間

   ①日時  令和７年３月１７日（月）午前９時から午後６時まで 

        令和７年３月１８日（火）午前９時から午後２時まで 

        ただし、紙入札者の提出は３月１７日の午前９時から正午までと午後

１時から午後５時までと、３月１８日の午前９時から正午までと午後

１時から午後２時までとします。

   ②方法  電子入札システムからの提出とします。

        （https://kyoto.efftis.jp/26000/CALS/Accepter/） 

        工事内訳書を必ず添付してください。添付するファイルの形式及び容

量については、「綾部市公共工事等電子入札運用基準」第１１条によ

ること。

        ただし、紙入札者は、監理課への持参による提出とします。作成方法

については、「綾部市公共工事等電子入札運用基準」第１９条第４項

によること。

 （２）開札の日時

        令和７年３月１９日（水）午前９時３０分

８ 入札保証金

   入札保証金については、綾部市会計規則（昭和５７年綾部市規則第２号）第７７

条第１項第２号及び第３号により免除します。

９ 落札者の決定方法

   綾部市会計規則第７８条の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で最

低の価格をもって入札した者を落札者とします。

   ただし、この工事は最低制限価格を設けているため、最低制限価格未満で入札し

た者は失格とします。

10 入札の無効

   入札の無効については、「綾部市工事等競争入札心得」第１２条によることとし

ます。

   また、他の工事の受注等により、「配置予定者名簿」の配置ができないと認めら
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れる場合は、本件の入札を無効とします。

11 郵送による入札の可否

   郵送による入札は認めません。

12 その他

 （１）工事概要、工事内容に関する問い合わせは、入札参加資格確認通知までは受け

付けません。

 （２）入札参加者は、本公告文、設計図書、仕様書及び契約書を熟読し、綾部市公共

工事等電子入札運用基準、綾部市工事等競争入札心得を遵守してください。

（３）入札参加資格確認後、入札日までに本入札を辞退するときは、電子入札システ

ムへの入札辞退届の登録又は綾部市指定の「入札辞退届」を提出してください。

（４）入札参加資格者であっても、入札日までに入札参加資格を満たさなくなったり、

関係法令に違反するなど、明らかに契約の相手方として不適当であると認められ

た場合は、入札参加資格を取り消し文書で通知します。

（５）本案件は募集型競争入札のため、入札締切予定日時を過ぎて入札書が未到達で

あり、かつ、入札辞退の手続を行っていない場合においては、「不着」として取

扱うこととし、次回以降直近の同種案件において入札参加を認めません。

13 問い合わせ先

   綾部市建設部監理課契約・指導検査担当

   郵便番号  ６２３－８５０１

   所 在 地  京都府綾部市若竹町８－１

綾部市役所本庁東３階

  電話番号  ０７７３－４２－４２７６（直通） 

ＦＡＸ番号  ０７７３－４２－４４０６（代表）

   E - m a i l  kanri@city.ayabe.lg.jp 
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様式－１

紙入札方式参加承諾願

１ 工事番号                        

２ 工 事 名                        

３ 場  所                        

４ 電子入札システムでの参加ができない理由

 上記の案件は、電子入札対象案件ではありますが、今回は当社においては上記

理由により電子入札システムを利用しての参加ができないため、紙入札方式で

の参加を承諾いただきますようお願いいたします。

令和   年   月   日              

住  所                   

氏  名                    

 綾 部 市 長  様
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様式－２

一般競争入札参加資格確認申請書

令和  年  月  日

 綾部市長 山 崎 善 也  様

住 所                

氏 名               

電 話 番 号                

ＦＡＸ番 号                

 下記工事の建設工事請負契約に係る条件付一般競争入札に参加したいので、

参加資格確認申請書を提出します。

記

   工 事 番 号   

   工 事 名   

   工 事 場 所   
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様式－３

配 置 予 定 者 名 簿

工 事 番 号：

工 事 名：

商号及び名称：

現 場 代 理 人 主 任 技 術 者 

１ 

(氏 名) (氏 名) 

手

持

工

事

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

手

持

工

事

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

３ 

(氏 名) (氏 名) 

手

持

工

事

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

手

持

工

事

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

４ 

(氏 名) (氏 名) 

手

持

工

事

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

手

持

工

事

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

５ 

(氏 名) (氏 名) 

手

持

工

事

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

手

持

工

事

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

５ 

(氏 名) (氏 名) 

手

持

工

事

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

手

持

工

事

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 
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【記載上の注意事項】

１）配置予定者 共通 

  １ 申請段階で配置可能な方を上段に記載してください。組み合わせの制限はありません

ので、それぞれに配置可能な方の氏名のみ記載してください。

  ２ 下段には、手持工事の有無について記載し、手持ち工事がある場合は、全ての工事に

ついて工事名、請負金額、役職名、完了予定日を記載してください。（ただし、当該工

事と工期が重複する工事の現場代理人や専任を要する技術者の場合は、配置予定者が変

更可能な場合及び下記に示す現場代理人、主任技術者それぞれの兼務条件を満たす方の

みとします。）

  ３ 申請者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある方で、「建設工事入札参加資格審査申請

書」に添付された現場代理人名簿又は技術者名簿から選定してください。（ただし、新

たに採用された技術者を配置する場合は、この申請までに入札参加資格記載事項変更

届を監理課へ提出してください。）

２）主任技術者 

 １ 土木工事にかかる技術資格を有した方を記載してください。

 ２ 請負金額が４，０００万円未満の場合は、他の工事の非専任の主任技術者を兼務し

て配置することができますが、請負金額が４，０００万円以上となる場合は専任の主

任技術者となるため、特別な場合を除き、営業所専任の技術者や他の工事の主任技術

者を兼務して配置することはできません。（ただし、工事の対象となる工作物に一体性

若しくは連続性が認められる工事又は施工にあたり相互に調整を要する工事で、か

つ、工事現場の相互の間隔が１０㎞程度の近接した場所において同一の建設業者が施

工する場合（以下「近接関連工事」）は、同一の専任の主任技術者が兼務することがで

きます。）

３ 非専任の主任技術者が現場代理人を兼務する場合は、兼務する工事の当初請負額の

合計が４，０００万円未満とします。（ただし、増額等により専任義務工事となった場

合は上記２と同様の取り扱いとします。）

４ 請負金額にかかわらず入札公告等で専任を条件としている場合は兼務できません。

３）現場代理人 

 １ 本工事期間中、工事現場に常駐できる方を記載してください。（ただし、工事請負契

約書第１０条第３項に規定する「現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限

の行使に支障がない場合」と発注者が認める期間は除きます。）

２ 他の工事との兼務は出来ません。（ただし、以下に示す場合は複数の工事を兼務する

ことができます。）

  （１）３）の１に規定する期間。

  （２）一件の入札で複数の契約をする場合。

  （３）現場代理人が兼務する場合の共通条件として、以下の全てを満たす工事としま

す。（ただし、公告等で専任を条件としている場合は除く。）
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     ・兼務する工事が２件までであること。（ただし、災害復旧工事を含む場合は、

既発注分も含め３件までとする。）

     ・兼務する工事が、綾部市又は国、地方公共団体等の発注する工事であること。

（ただし、綾部市と異なる発注機関の工事が含まれる場合は、他の発注機関が

現場代理人の兼務を了承していること。）

     ・兼務する綾部市の工事現場に現場代理人又は連絡員が駐在すること。

     ・兼務するいずれかの現場に現場代理人が駐在すること。

     ・連絡員及び連絡体制は、工事打合簿で明確にすること。また、連絡員は、元請

業者の社員の他一次下請業者の社員でも可能としますが、ガードマンや一次以

外の下請業者の社員等は連絡員にはなれません。

   （４）兼務する工事が技術者非専任の場合は、上記（３）に示す共通条件の他、次の

全てを満たす工事とします。

     ・兼務する工事が、綾部市内であること。

・兼務する工事の当初請負金額の合計が４，０００万円未満であること。

   （５）兼務するいずれかの工事が主任技術者専任の場合は、上記（３）に示す共通条

件の他、近接関連工事であること。
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綾部市公告第１８号

 次の書類は、地方税法第２０条の２の規定に基づき公告する。

 なお、送達すべき書類は、綾部市企画総務部税務課において保管し、送達を受けるべき

者の申出があれば交付する。

  令和７年２月２８日

                           綾部市長 山 崎 善 也

（以下掲示済） 
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綾部市選挙管理委員会告示第１号 

令和７年２月２２日執行予定の綾部市十倉財産区議会議員選挙における投票記載所の候

補者の氏名等の掲示の記載順序を定めるくじを行う日時及び場所を次のように定める。 

令和７年２月７日 

綾部市選挙管理委員会 

委員長 中 田 誠 治 

１ 日 時   令和７年２月１７日 午後５時３０分 

２ 場 所   綾部市役所 

選挙管理委員会告示
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綾部市選挙管理委員会告示第２号 

公職選挙法第２６８条の規定により行う綾部市十倉財産区議会議員選挙の期日及び選

挙すべき議員の数を次のように定める。 

令和７年２月１７日 

綾部市選挙管理委員会 

委員長 中 田 誠 治 

１ 選 挙 日   令和７年２月２２日 

２ 選挙すべき議員の数   ８人 

選挙管理委員会告示
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綾部市選挙管理委員会告示第３号 

令和７年２月２２日執行の綾部市十倉財産区議会議員選挙における選挙長及び同職務

代理者を次のとおり選任する。 

令和７年２月１７日 

綾部市選挙管理委員会 

委員長 中 田 誠 治 

１ 選挙長 

住 所   綾部市十倉志茂町竹ケ鼻７番地 

氏 名   渡  眞 人 

２ 選挙長職務代理者 

住 所   綾部市十倉志茂町宮ノ前１８番地 

氏 名   山 口 孝 司 

選挙管理委員会告示
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綾部市選挙管理委員会告示第４号 

令和７年２月２２日執行の綾部市十倉財産区議会議員選挙において使用する選挙長の印

を次のように定める。 

令和７年２月１７日 

綾部市選挙管理委員会 

委員長 中 田 誠 治 

選挙管理委員会告示
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綾部市選挙管理委員会告示第５号 

令和７年２月２２日執行の綾部市十倉財産区議会議員選挙における街頭演説用標旗等

の配色を次のように定める。 

令和７年２月１７日 

綾部市選挙管理委員会 

委員長 中 田 誠 治 

街頭演説用標旗    白地に黒文字 

街頭演説用腕章    白地に黒文字 

自動車乗員用腕章   白地に黒文字 

自動車表示板     白地に黒文字 

拡声機表示板     白地に黒文字

選挙管理委員会告示
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綾部市選挙管理委員会告示第６号 

令和７年２月２２日執行の綾部市十倉財産区議会議員選挙において用いる投票用紙の様

式を次のように定める。 

令和７年２月１７日 

綾部市選挙管理委員会 

委員長 中 田 誠 治 

選挙管理委員会告示
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選挙管理委員会告示

43



綾部市選挙管理委員会告示第７号 

令和７年２月２２日執行の綾部市十倉財産区議会議員選挙における投票管理者及び同

職務代理者を次のとおり選任する。 

令和７年２月１７日 

綾部市選挙管理委員会 

委員長 中 田 誠 治 

１ 投票管理者 

住 所   綾部市十倉中町沼ケ段４１番地 

氏 名   渡 邉 雄 策 

２ 投票管理者職務代理者 

住 所   綾部市十倉中町張田５５番地 

氏 名   渡 邊 典 生 

選挙管理委員会告示
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綾部市選挙管理委員会告示第８号 

令和７年２月２２日執行の綾部市十倉財産区議会議員選挙における投票所を次のよう

に定める。 

令和７年２月１７日 

綾部市選挙管理委員会 

委員長 中 田 誠 治 

１ 施設の名称   十倉財産区公会堂 

２ 施設の所在地  綾部市十倉中町上川原７１番地の３

選挙管理委員会告示
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綾部市選挙管理委員会告示第９号 

令和７年２月２２日執行の綾部市十倉財産区議会議員選挙における選挙会の日時及び

場所を次のように定める。 

令和７年２月１７日 

綾部市選挙管理委員会 

委員長 中 田 誠 治 

１ 日  時   令和７年２月２２日 午後９時００分から 

２ 場  所   十倉財産区公会堂 

３ 無投票の場合 

（１）日 時  令和７年２月２２日 午後１時３０分から 

（２）場 所  十倉財産区公会堂 

選挙管理委員会告示
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綾部市選挙管理委員会告示第１０号 

令和７年２月２２日執行の綾部市十倉財産区議会議員選挙における開票の事務は、公職

選挙法第７９条第１項の規定により選挙会場において選挙会の事務と併せて行う。 

令和７年２月１７日 

綾部市選挙管理委員会 

委員長 中 田 誠 治 

選挙管理委員会告示
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綾部市選挙管理委員会告示第１１号 

令和７年２月２２日執行の綾部市十倉財産区議会議員選挙における候補者１人当たり

の選挙運動に関する支出金額の制限額は、次のとおりである。 

令和７年２月１７日 

綾部市選挙管理委員会 

委員長 中 田 誠 治 

９３４，６００円 

選挙管理委員会告示
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綾部市選挙管理委員会告示第１２号 

令和７年２月２２日執行の綾部市十倉財産区議会議員選挙において当選した当選人の

住所及び氏名は次のとおりである。 

令和７年２月２２日 

綾部市選挙管理委員会 

委員長 中 田 誠 治 

住        所 氏    名

綾部市十倉志茂町宮ノ前 渡  辺     

綾部市十倉向町小松谷 馬  田  光  夫

綾部市十倉志茂町小仲 齊  藤  良  博

綾部市十倉中町張田 川  端  省  三

綾部市十倉中町上川原 渡  邊   郎

綾部市十倉向町小松谷 馬  田  久  夫

綾部市十倉名畑町名畠  雄  規  彦

綾部市十倉名畑町正号 森    善  文

選挙管理委員会告示
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綾部市選挙管理委員会告示第１３号 

令和７年３月定時登録において、公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第２２条第１項

の規定により選挙人名簿の登録の日を次のとおり定めたので、公職選挙法施行令（昭和２５年

政令第８９号）第１４条第１項の規定により告示する。 

令和７年２月２６日 

綾部市選挙管理委員会 

委員長 中 田 誠 治 

選挙人名簿の登録の日 令和７年３月３日 

選挙管理委員会告示
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